
平
成
二
十
年
十
一
月
十
三
日
提
出

質

問

第

二

四

一

号

医
薬
品
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

前

原

誠

司
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医
薬
品
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
に
関
す
る
質
問
主
意
書

厚
生
労
働
省
は
、
平
成
十
八
年
に
成
立
し
た
改
正
薬
事
法
を
受
け
て
薬
事
法
施
行
規
則
の
改
正
案
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

に
付
し
て
い
た
が
、
医
薬
品
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
の
取
扱
い
に
関
す
る
政
府
と
し
て
の
認
識
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
質
問

す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
医
薬
品
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
」
と
は
、
薬
局
と
し
て
の
許
可
又
は
一
般
販
売
業
の
許
可
を
取

得
し
て
い
る
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
手
段
を
用
い
て
行
う
販
売
を
指
す
も
の
と
し
、
以
下
単
に
「
ネ
ッ
ト
販
売
」
と
記

述
す
る
。

【
現
在
の
ネ
ッ
ト
販
売
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
】

一

厚
生
労
働
省
は
、
規
制
改
革
会
議
と
の
公
開
討
論
（
本
年
十
月
七
日
開
催
）
の
場
で
質
問
に
答
え
る
形
で
、
ネ
ッ
ト
販
売

を
起
因
と
し
た
重
篤
な
健
康
被
害
に
つ
い
て
一
件
も
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
と

お
り
と
解
し
て
よ
い
か
。

二

厚
生
労
働
省
は
、
規
制
改
革
会
議
と
の
公
開
討
論
の
場
で
、
現
行
薬
事
法
に
お
い
て
は
、
ネ
ッ
ト
販
売
は
「
適
法
」
と
回

答
し
て
い
た
が
、
現
行
法
令
上
、
薬
事
法
第
三
十
七
条
も
含
め
当
該
販
売
を
禁
止
す
る
規
定
は
法
令
上
な
い
と
解
し
て
よ
い

か
。
政
府
（
内
閣
法
制
局
）
と
し
て
の
見
解
如
何
。

一



三

厚
生
労
働
省
の
通
達
（
「
医
薬
品
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
通
信
販
売
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
六
年
九
月
三
日
付
け
薬

食
監
麻
発
第
〇
九
〇
三
〇
一
三
号
厚
生
労
働
省
医
薬
食
品
局
監
視
指
導
・
麻
薬
対
策
課
長
通
知
）
）
の
法
的
根
拠
と
発
出
理

由
如
何
。
な
お
、
厚
生
労
働
省
は
、
規
制
改
革
会
議
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
形
で
、
法
的
根
拠
を
「
厚
生
労
働
省
設
置
法
第

四
条
第
一
項
第
十
五
号
、
薬
事
法
第
一
条
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
五
条
の
四
」
と
し
て
い
る
（
平
成
二
十
年
十
月
七
日

規
制
改
革
会
議
第
三
回
重
点
事
項
推
進
委
員
会
で
の
資
料
�
の
一
頁
参
照
）
が
、
こ
れ
ら
は
、
一
般
規
定
で
あ
る
の
で
薬
事

法
の
個
別
規
定
と
の
関
係
で
根
拠
を
明
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

四

右
記
通
達
で
は
、
薬
効
群
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
薬
効
群
に
該
当
す
る
医
薬
品
は
販
売
し
て
は
い
け

な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
販
売
を
禁
止
す
る
法
律
上
の
根
拠
如
何
。
ま
た
、
そ
の

こ
と
と
、
厚
生
労
働
省
が
ネ
ッ
ト
販
売
を
「
適
法
」
と
回
答
し
た
こ
と
と
の
整
合
性
は
ど
う
な
る
の
か
。
こ
れ
ら
に
つ
き
、

政
府
（
内
閣
法
制
局
）
と
し
て
の
見
解
如
何
。

【
ネ
ッ
ト
販
売
を
制
限
す
る
理
由
に
つ
い
て
】

五

平
成
二
十
年
九
月
十
七
日
に
厚
生
労
働
省
か
ら
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
付
さ
れ
た
薬
事
法
施
行
規
則
改
正
案
に
よ
れ

ば
、
ネ
ッ
ト
販
売
を
含
む
「
郵
便
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
医
薬
品
の
販
売
」
に
つ
い
て
は
、
第
三
類
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品

二



の
販
売
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
如
何
。
ま
た
、
「
郵
便
そ
の
他
の
方
法
」
と
は
何
か
に
つ
き
そ
の
外
縁
が
明
確

に
な
る
よ
う
に
具
体
的
か
つ
網
羅
的
に
列
挙
さ
れ
た
い
。

六

厚
生
労
働
省
が
医
薬
品
の
販
売
に
つ
き
主
張
す
る
「
対
面
の
原
則
」
に
つ
い
て
、
「
「
対
面
」
と
は
専
門
家
が
購
入
者
と

直
接
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
「
対
面
」
に
よ
る
適
切
な
情
報
提
供
や
適
切
な
相
談
応
需
を
通
じ
て
、

購
入
者
側
の
状
態
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
購
入
者
と
専
門
家
と
の
間
で
円
滑
な
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
」
と
説
明

し
て
い
る
（
平
成
二
十
年
十
月
七
日
規
制
改
革
会
議
第
三
回
重
点
事
項
推
進
委
員
会
で
の
資
料
�
の
三
頁
参
照
）
。
こ
の
点

に
関
し
て
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

（
一
）

「
購
入
者
側
の
状
態
を
的
確
に
把
握
す
る
」
に
つ
い
て
、
「
状
態
」
の
具
体
的
な
内
容
如
何
。
ま
た
、
把
握
し
た

結
果
を
専
門
家
が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
意
味
な
の
か
具
体
的
に
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
二
）

「
購
入
者
と
専
門
家
と
の
間
で
円
滑
な
意
思
疎
通
を
図
る
」
の
「
円
滑
な
意
思
疎
通
」
の
具
体
的
な
内
容
如
何
。

（
三
）

「
対
面
」
の
内
容
と
し
て
、
「
直
接
顔
を
合
わ
せ
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
理
由
如
何
。

（
四
）

医
薬
品
の
安
全
性
と
効
能
を
確
保
し
、
購
入
者
に
安
心
と
安
全
を
提
供
し
て
い
く
た
め
に
は
、
右
記
の
内
容
の

「
対
面
の
原
則
」
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
す
る
理
由
如
何
。

三



（
五
）

専
門
家
が
購
入
者
と
直
接
顔
を
合
わ
せ
れ
ば
、
顔
色
等
顔
の
状
況
に
基
づ
き
購
入
者
の
状
態
を
判
断
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
意
味
な
の
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
薬
剤
師
や
登
録
販
売
者
と
い
う
専
門
家
は
、
購
入
者
の
顔
の
状
況

を
見
て
そ
の
状
態
を
把
握
で
き
る
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
資
格
試
験
の
制
度
上
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
な
の
か
。
そ
の
こ
と
は
、
医
者
以
外
の
医
療
行
為
を
禁
止
す
る
規
定
と
の
齟
齬
は
生
じ
な
い
の
か
。

（
六
）

例
え
ば
、
直
接
服
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
妊
娠
検
査
薬
に
つ
い
て
は
、
�
正
し
い
検
査
結
果
が
得
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
る
こ
と
や
、
�
妊
娠
し
て
い
る
・
し
て
い
な
い
の
ど
ち
ら
の
結
果
で
あ
っ
て
も
最
終
的
に
は
医
者
の
診
断
が
必

要
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
十
分
な
情
報
提
供
を
図
れ
ば
安
全
性
は
確
保
で
き
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
妊
娠
検
査
薬
に

即
し
て
直
接
顔
を
合
わ
せ
る
「
対
面
の
原
則
」
が
必
要
で
あ
る
理
由
を
具
体
的
に
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

七

ネ
ッ
ト
販
売
は
、
ネ
ッ
ト
の
特
性
を
活
用
し
た
工
夫
に
よ
り
充
実
し
た
情
報
提
供
等
が
可
能
と
思
わ
れ
る
が
、
ネ
ッ
ト
販

売
は
、
実
店
舗
に
お
け
る
購
入
者
の
顔
が
見
え
る
状
況
で
の
対
面
販
売
と
違
っ
て
、
国
民
の
安
全
を
確
保
で
き
な
い
と
す
る

科
学
的
証
拠
は
何
か
。

八

厚
生
労
働
省
は
、
規
制
改
革
会
議
の
質
問
に
対
し
て
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
販
売
で
は
、
購
入
に
当
た
っ
て
製

品
を
示
し
な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
購
入
者
側
の
そ
の
時
点
に
お
け
る
状
態
を
把
握

四



す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
購
入
者
側
が
情
報
提
供
を
求
め
た
場
合
に
、
そ
の
対
応
に
時
間
を
要
し
、
ま
た
、
専
門
家

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
難
し
い
点
に
お
い
て
、
対
面
に
よ
る
販
売
と
比
べ
て
問
題
が
あ
る

と
考
え
て
い
る
」
と
回
答
し
て
い
る
（
平
成
二
十
年
十
月
七
日
規
制
改
革
会
議
第
三
回
重
点
事
項
推
進
委
員
会
で
の
資
料
�

の
四
・
五
頁
参
照
）
。
こ
れ
に
関
し
て
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

（
一
）

ネ
ッ
ト
販
売
で
は
、
使
用
上
の
注
意
に
関
す
る
情
報
等
を
ウ
ェ
ブ
上
で
分
か
り
や
す
く
示
す
こ
と
が
で
き
、
メ
ー

ル
、
電
話
等
を
活
用
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
取
れ
る
し
、
必
要
な
情
報
を
入
力
さ
せ
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り

購
入
者
側
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
厚
生
労
働
省
の
右
記
回
答
に
は
疑
義
が

あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
き
見
解
如
何
。

（
二
）

ネ
ッ
ト
販
売
で
は
、
右
記
の
と
お
り
情
報
提
供
等
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
問
合
せ
内
容
や
購
買
履
歴
等
を
活
用
し

て
専
門
家
が
発
送
し
て
よ
い
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
と
い
っ
た
安
全
面
の
配
慮
を
行
っ
て
お
り
、
購
入
者
側
が
情
報

提
供
を
求
め
た
場
合
に
そ
の
対
応
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
自
体
が
安
全
面
で
即
問
題
に
な
る
と
は
考
え
に
く
い
が
、

購
入
者
側
が
情
報
提
供
を
求
め
た
場
合
に
そ
の
対
応
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
自
体
と
、
国
民
の
安
全
の
確
保
を
担
保

で
き
な
い
こ
と
と
ど
の
よ
う
な
因
果
関
係
が
あ
る
の
か
。

五



（
三
）

ウ
ェ
ブ
上
で
専
門
家
の
資
格
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
専
門
家
に
よ
っ
て

行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
難
し
い
」
と
い
う
の
は
理
由
が
な
い
と
考
え
る
が
、
そ
の
点
に
つ
き

見
解
如
何
。

【
ネ
ッ
ト
販
売
を
行
う
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
等
に
つ
い
て
】

九

ネ
ッ
ト
販
売
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
妊
婦
、
育
児
中
の
方
な
ど
外
出
が
困
難
な
方
の
ニ
ー
ズ
、
田
舎
の
た
め
近
く
に
医

薬
品
を
扱
う
店
舗
が
な
い
場
合
の
ニ
ー
ズ
な
ど
と
い
っ
た
ネ
ッ
ト
販
売
で
の
購
入
を
必
要
不
可
欠
と
す
る
消
費
者
の
切
実
な

声
に
応
え
て
い
る
。
今
回
の
改
正
で
仮
に
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
に
お
け
る
販
売
な
ど
が
容
易
と
な
っ
て
も
、
そ
れ
だ

け
で
こ
れ
ら
の
ニ
ー
ズ
を
満
足
さ
せ
ら
れ
る
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
今
回
の
省
令
案
で
は
、
そ
れ
ら
の
ニ
ー
ズ
が
完

全
に
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
如
何
。

【
ネ
ッ
ト
販
売
を
制
限
す
る
法
律
上
の
根
拠
や
規
制
の
適
切
性
に
つ
い
て
】

十

厚
生
労
働
省
は
、
規
制
改
革
会
議
の
質
問
に
対
し
て
「
対
面
の
原
則
」
の
法
律
上
の
根
拠
規
定
を
「
薬
事
法
第
一
条
、
第

三
十
六
条
の
五
（
改
正
後
）
、
第
三
十
六
条
の
六
（
改
正
後
）
、
第
七
十
七
条
の
三
第
四
項
（
改
正
前
）
」
と
回
答
し
て
い

る
（
平
成
二
十
年
十
月
七
日
規
制
改
革
会
議
第
三
回
重
点
事
項
推
進
委
員
会
で
の
資
料
�
の
三
頁
参
照
）
。
こ
れ
ら
は
一
般

六



規
定
で
あ
る
か
又
は
あ
く
ま
で
「
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
提
供
」
す
る
こ
と
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
の

で
、
文
面
上
「
対
面
の
原
則
」
の
根
拠
と
は
解
せ
な
い
旨
規
制
改
革
会
議
側
が
公
開
討
論
の
場
で
指
摘
し
た
と
聞
い
て
い
る

が
、
「
対
面
の
原
則
」
に
関
す
る
法
律
上
の
根
拠
が
存
在
す
る
の
か
否
か
に
関
す
る
政
府
（
内
閣
法
制
局
）
と
し
て
の
見
解

如
何
。

十
一

厚
生
労
働
省
は
、
規
制
改
革
会
議
の
質
問
に
対
し
て
、
ネ
ッ
ト
販
売
を
制
限
す
る
法
律
上
の
根
拠
規
定
を
「
薬
事
法
第

三
十
六
条
の
五
、
第
三
十
六
条
の
六
」
と
回
答
し
て
い
る
（
平
成
二
十
年
十
月
七
日
規
制
改
革
会
議
第
三
回
重
点
事
項
推
進

委
員
会
で
の
資
料
�
の
二
頁
参
照
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
規
制
改
革
会
議
側
は
、
当
該
規
定
は
あ
く
ま
で
も
情
報
提
供
を
定

め
る
も
の
で
あ
り
、
「
販
売
方
法
等
の
制
限
」
と
の
見
出
し
を
持
つ
第
三
十
七
条
の
規
定
は
今
般
の
薬
事
法
改
正
で
実
質
的

に
修
正
さ
れ
て
い
な
い
以
上
ネ
ッ
ト
販
売
を
制
限
す
る
根
拠
条
文
は
法
律
上
に
な
く
、
省
令
へ
の
委
任
内
容
を
超
え
て
お
り

違
法
で
は
な
い
か
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
政
府
部
内
で
見
解
が
真
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
ネ
ッ
ト
販
売
を
制

限
す
る
法
律
上
の
根
拠
規
定
の
有
無
及
び
省
令
で
制
限
を
課
す
合
法
性
の
有
無
に
つ
き
、
政
府
（
内
閣
法
制
局
）
と
し
て
の

見
解
如
何
。

【
今
後
の
政
府
内
で
の
取
扱
い
に
つ
い
て
】

七



十
二

規
制
改
革
会
議
は
、
平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日
の
「
第
三
次
答
申
に
向
け
た
規
制
改
革
会
議
の
重
点
分
野
と
課
題
」

等
に
お
い
て
、
ネ
ッ
ト
販
売
に
関
し
て
、
省
令
案
に
係
る
「
措
置
の
導
入
に
は
問
題
が
あ
り
、
Ｉ
Ｔ
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
新

た
な
ル
ー
ル
整
備
が
必
要
」
と
し
て
お
り
、
厚
生
労
働
省
と
規
制
改
革
会
議
と
で
見
解
が
明
ら
か
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
中
で
、
厚
生
労
働
省
の
省
令
案
が
確
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
非
常
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
の

見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

八


